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 毎月 

開催 

鶴見区の方は  TEL045(504)5121 鶴見区潮田町 2-120-2 
神奈川区の方は TEL045(491)6843 神奈川区西神奈川 3-2-17  

前神奈川県議会議員 

無料生活・法律相談 

神奈川３区国政対策委員長 前県会議員 

見解を紹介します 

井坂しんや党県議団長が知事に迫る 

『義務ではないのだからやめよ』 
2月 18日、神奈川県議会本会議で共産党県議

団を代表して井坂新哉団長（横須賀市選出）が質

問し、生活保護の扶養照会をやめるよう黒岩知事

に求めました。 
コロナ禍で生活困窮の方が増加する中、最後の

セーフティネットである生活保護の役割が重要に

なっています。国も「ためらわず申請を」と呼び

かけていますが、親族への扶養紹介が大きなハー

ドルとなっています。 

扶養紹介は生活保護法の規定にはありません

が、国や県は扶養照会を行ったかどうかを監査対

象としており、事実上、義務的に行われていま

す。 

 

一律にやめること考えてない…知事答弁 

井坂議員は、扶養紹介は義務ではないとする、

共産党の小池晃参院議員の質問に対する田村厚生

労働大臣の答弁（1月 28日）を紹介。黒岩知事

に対し、県として扶養照会をやめ、国に対しても

同様に求めるよう主張しました。 

ところが知事は、現在も柔軟に取り扱っている

として「扶養照会の廃止を国に求めることは考え

ておらず、一律に扶養照会をやめることも考えて

いません」との冷たい答弁でした。 

 

なぜこんなにも冷たい政治なのか  

政権交代で変えよう！ 
私が生活保護の相談を受ける中で、多くの方か

ら申請のハードルとして伺うのが親族への扶養照

会です。このことが、生活保護を権利として利用

する際の大きな障害になっているのが実態です。 

 扶養紹介は民法上の規定ですが、生活保護法に

は根拠がない確認作業なのですから、県がやめる

といえば行わなくても問題はありません。知事の

答弁は、この作業が本当に生活が苦しくて困って

いる人たちの気持ちに全く心を寄せていないもの

です。 

 住民の命と暮らしを守り抜く行政の責任を果た

させるべく、政権交代を果たさなければならない

と改めて決意しています。 

 

#暮らし SOS 
プロジェクト実施中！ 
日本共産党は、様々な生活相談活動を行ってい

ます。上記のキーワード検索から入れる特設ペー

ジで、全国各地の様々な支援活動をご覧いただけ

ます。 

私自身も、電話や訪問でお困りごとやご要望が

ないか伺う活動を行っています。コロナの影響以

外にも様々なご相談を寄せていただいています。

何かございましたらお気軽にご連絡ください。 

 

 

 

生活保護 申請ためらう「扶養照会」やめよ 

2/19 白楽地域にて訪問対話 

2/10 下野谷地域にて    2/8 矢向地域にて 


